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平成２８年度芦屋市火葬場の管理運営に関する年度協定書

芦屋市（以下「甲」という。）と太陽築炉工業株式会社（以下「乙」という。）

とは，平成２５年４月１日付けで締結した芦屋市火葬場指定管理者基本協定書

第２７条の規定に基づき，次のとおり年度協定を締結する。 

 （協定の期間） 

第１条 この協定の期間は，平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日 

までとする。 

 （指定管理料） 

第２条 前条に定める期間の指定管理料は，金３２，５００，０００円（消費

税及び地方消費税相当額を含む。）とし，その内訳は，別紙のとおりとする。 

 （指定管理料の支払い時期） 

第３条 指定管理料は，四半期毎に指定管理料の４分の１相当額である金８，

１２５，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を，適法な請求書

受領後３０日以内に支払うものとする。 

  （指定管理料の変更） 

第４条 甲又は乙は，物価の急激な変動その他予測できなかった事情等により，

当初の指定管理料が適当でないと認めたときは，相手方に対して書面をもっ

て指定管理料の変更を求めることができる。 

 （指定管理料の精算） 

第５条 乙は，事業年度終了後３０日以内に指定管理料に係る収支決算書を甲

に提出し，精算の結果，維持費相当分に残額が生じた場合は，直ちに甲に返

納するものとし，不足が生じた場合は，甲乙協議の上，追加措置を講ずるも

のとする。 

 （施設の維持補修等） 

第６条 施設の維持補修及び備品の取得等は，甲乙協議の上，行うものとする。 

 （疑義の決定） 

第７条 この年度協定に関して，疑義が生じたとき又は定めのない事項につい

ては，甲乙協議して定めるものとする。 

 この年度協定の締結を証するため本書２通を作成し，甲乙が記名押印の上，

各自１通を保有する。 



平成２８年 ４月 １日 

甲 芦屋市精道町７番６号 

                          芦屋市 

                          芦屋市長 山  中   健 

乙 福岡市博多区東公園６番２１号 

太陽築炉工業株式会社 

代締取締役社長 江 口  正 司 






